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総会に出席を求めた者 事務局の出席状況 

 

職 名 氏 名 

事 務 局 長 玉 木  亨 

次 長 遠 藤  俊 一 

主 任 岩 波  圭 介 

議事の日程 

 

日程第１   議事録署名委員の指名について 

日程第２   議案第 ９号 農地法第３条の規定による許可について 

日程第３   議案第１０号 農用地利用集積計画の決定について 

日程第４   議案第１１号 農用地利用集積等促進計画について 

日程第５   報告第 ３号 報告事項について 

日程第６   その他 

 

議事（担当） 内容 

 

開会 

 

 

 

 

 

議長 

 

農業委員９名中８名が出席し、法に定める定足数に達して

おり本総会は成立します。 

なお、農地利用最適化推進委員５名中５名が出席しており

ます。 

これより令和７年第３回農業委員会総会を開会します。 

 

   



日程第１ 議長 議事録署名委員の指名について 

議席番号１番 沼田 富子 委員 

議席番号４番 須藤 良春 委員 

を指名します。 

 

 

日程第２ 
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「農地法第３条の規定による許可について」を議題といた

します。 

１番について、事務局より説明願います。 

 

まずは許可申請書等で確認した譲受人の状況を説明し、そ

の後に議案書等をもとに申請理由等の内容を説明いたしま

す。 

譲受人の状況を説明いたします。 

世帯員等の経営農地の状況は、鶴ヶ島市に畑で１，２２９

㎡、川越市に畑で６，０２５㎡、田で１，５０１㎡を所有し

ており、適正に管理されている状況です。 

次に農作業の従事状況は、譲受人が２２０日、そのほかに

２人の娘が従事しているとのことです。 

次に周辺地域との関係では、「話合い活動への参加、共同

利用施設の取り決めの遵守、害獣被害対策への協力等を行

う」とのことです。 

譲受人の状況の概要は以上です。 

次に、申請の内容について、議案書等をもとに、説明しま

す。 

申請地は、市立鶴ヶ島第二小学校の南西約６００メートル

に位置する第２種農地で、農業振興地域内の農用地に指定さ

れています。 

譲受人は保育園の法人役員を務める傍ら、４０年以上農業

に携わってきました。 

鶴ヶ島市に１，２２９㎡の畑、川越市に６，０２５㎡の畑

と１，５０１㎡の田があり、水稲、果樹、野菜を栽培してい

ます。 

収穫物は知人に個人販売するほか、周辺住民、高齢者への

見守り・交流、支援活動の一環として提供しています。 

申請地では現在ある栗の木に加えて、さらに５本の苗木を

植え、収穫量が増えたら鶴ヶ島の直売所での販売、また、保

育園のこどもへの食育教育としても提供したいと考えている

ようです。 

譲渡人のうちの１人は７年前に体調を崩しており、残る１

人も畑の管理が難しくなっており、譲渡の打診があったとの

ことです。 

申請地は自宅から近いこともあり、地域の高齢者支援活動

を円滑に進めることができると考え、購入を決めたとのこと

です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

農業委員 

 

 

 

議長 

 

 

推進委員 

 

 

 

議長 

 

 

農業委員 

 

事務局 

 

 

 

推進委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

農業委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

今後も地域全体の地産地消を促進し、地域に貢献していき

たいと考えているとのことです。 

 

次に担当する農業委員から説明をお願いします。 

 

譲受人に、確認した内容を報告します。 

本申請内容に間違いがないことを確認しました。 

申請の理由は、事務局の説明のとおりです。 

 

担当する農地利用最適化推進委員から説明をお願いしま

す。 

 

譲渡人に確認した内容を報告します。 

本申請内容に間違いがないことを確認しました。 

申請の理由は、事務局の説明のとおりです。 

 

出席委員からの質問、意見等を求めます。 

質問、意見等ございましたら挙手をもってお願いします。 

 

譲受人と耕作をする２名の年齢は。 

 

譲受人は、申請時点で年齢は７５歳です。 

また、共同で耕作をする２人については、１人が４４歳、

もう１人が３９歳であることを申請書類で確認しています。 

 

個人売買の購入者は加工して販売するのか。 

また、現在、栗の木が８本植わっており、今後５本増やすと

のことだが、当該農地の面積では少ないと感じる。 

 

収穫物の購入者は加工して販売している業者ではなく、個

人で消費するために購入をしていると聞いています。 

また、栗の木の本数が農地の面積と比較して少ないという

指摘について、その規模が妥当であるかどうかというのは事

務局では判断がつきませんでした。 

ついては、指摘のあった点については、所有する農地全体を

効率的に利用するよう譲受人に伝えたいと考えています。 

 

栗の木は虫が発生しやすく、強力な殺虫剤を散布すること

となると思う。周辺住民への対策はどうなっているか。 

 

事務局としても申請の事前相談があった段階から申請人に

対し、周辺住民への理解を求めることをお願いしています。 

申請者は承知をした上で申請に至っておりますので、周辺

住民への説明をしていただけるものと考えております。 

また、改めて周辺住民の理解を求めることについては、申請
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議長 
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議長 

 

 

推進委員 

 

 

 

議長 

 

者に伝えていきたいと考えています。 

 

（質問・意見なし） 

 

特段ないようですので質疑を終了し、採決を行います。 

本件について、「許可」とすることに賛成する委員の挙手を

求めます。 

 

(挙手全員) 

 

挙手全員のため、本件につきましては、「許可」とするこ

とに決定しました。 

 

次に２番について、事務局より説明願います。 

 

申請地は、市立鶴ヶ島第二小学校の北約２９０メートルに

位置する第２種農地で、農業振興地域内の農用地に指定され

ています。 

譲受人の現状は先程の１番で説明したとおりです。 

申請地では大根とサツマイモを栽培し、収穫物を鶴ヶ島の

直売所で販売、また、保育園のこどもに芋掘り体験を提供

し、食の大切さを伝えたいと考えているとのことです。 

譲渡人は約１５年前から農地の管理が困難になっており、

譲渡の打診があったとのことです。 

申請地は自宅から近いこともあり、地域の高齢者支援活動

を円滑に進めることができると考え、購入を決めたとのこと

です。 

今後も地域全体の地産地消を促進し、地域に貢献していき

たいと考えているとのことです。 

 

次に担当する農業委員から説明をお願いします。 

 

譲受人に、確認した内容を報告します。 

本申請内容に間違いがないことを確認しました。 

申請の理由は、事務局の説明のとおりです。 

 

担当する農地利用最適化推進委員から説明をお願いしま

す。 

 

譲渡人に確認した内容を報告します。 

本申請内容に間違いがないことを確認しました。 

申請の理由は、事務局の説明のとおりです。 

 

出席委員からの質問、意見等を求めます。 

質問、意見等ございましたら挙手をもってお願いします。 



 

農業委員 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

畑と田を含めて１ヘクタールほどの農地を所有している

が、耕作者は７５歳、４４歳、３９歳の女性３名ということ

で、農作業はかなりハードな状況だと思う。農機具等機械の

所有状況は。 

 

機械の保有の状況は、申請書に記載されている台数につい

てご報告します。 

軽トラック２台、自走式の草刈機４台、耕運機２台を所有

しています。 

譲受人は、機械操作、営農経験が４０年以上あります。ま

た、耕作者のうち１人は埼玉県農業大学校を卒業しており、

機械操作の実技講習も受けており、実際に保有している農地

の管理も行っているので、問題がないと認識しています。 

 

その他、質問、意見等ございましたら挙手をもってお願い

します。 

 

（質問・意見なし） 

 

特段ないようですので質疑を終了し、採決を行います。 

本件について、「許可」とすることに賛成する委員の挙手

を求めます。 

 

(挙手全員) 

 

挙手全員のため、本件につきましては、「許可」とするこ

とに決定しました。 

 

 

日程第３ 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第１０号 

「農用地利用集積計画の決定について」を議題といたしま

す。 

１番から３番については関連がありますので、一括して事

務局より説明願います。 

 

借受人は、現在、川越市で、水稲・麦・野菜を約１．７ヘ

クタールの圃場で栽培、営農をしており、営農規模拡大のた

め、今回新たに利用権の設定を行うものです。期間は、令和

７年４月１日から令和１７年３月３１日までの１０年となっ

ています。 

なお、借受人は、現在経過措置期間である旧法の農業経営

基盤強化促進法第１８条第３項に規定している「全部耕作要

件」「常時従事要件」などの要件を満たしていますので、特

に問題は見受けられませんでした。 
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議長 

 

 

推進委員 

 

 

議長 

 

 

農業委員 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

農業委員 

 

次に申請地について説明します。 

１番について説明します。 

申請地は、市立栄小学校の東約７００メートルに位置する

第１種農地で、農業振興地域内の農用地に指定されていま

す。 

なお、１筆については、当初から農用地の指定はされてい

ません。 

面積は、４筆で２，２８１㎡となっています。 

２番について説明します。 

申請地は、市立栄小学校の東約７００メートルに位置する

第１種農地で、農業振興地域内の農用地に指定されていま

す。 

面積は、２筆で９４９．２５㎡となっています。 

３番について説明します。 

申請地は、市立栄小学校の東約７００メートルに位置する

第１種農地で、農業振興地域内の農用地に指定されていま

す。 

面積は、３筆で８，８０５㎡となっています。 

 

次に担当する農業委員から説明をお願いします。 

 

借受人に確認した内容を報告します。 

内容については、事務局の説明のとおりです。 

 

担当する農地利用最適化推進委員から説明をお願いしま

す。 

 

貸付人に確認した内容を報告します。 

内容については、事務局の説明のとおりです。 

 

出席委員からの質問、意見等を求めます。 

質問、意見等ございましたら挙手をもってお願いします。 

 

借受人の経営状況、機械の所有状況を確認したい。 

 

機械の保有状況は、耕運機３台、トラクター５台、もみす

り機１台、乾燥機１台、田植機１台、コンバイン１台、トラ

ック３台です。 

借受人は、平成２５年に埼玉県川越農林振興センターに就

農相談をされ、平成２６年から、いるま地域明日の農業担い

手育成塾で２年間研修し、平成２８年から認定新規就農者、

現在は認定農業者として川越市で営農しています。 

 

資料の現地写真を見ると、農地の一部に砂利が出ているよ

うに見えるが。昨年は耕作されていたのか。 
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議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

議長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

当該農地は、地目が田でありますが、昨年の耕作状況は確

認できていません。農地は水路を挟んでおり、水を引ける状

況であり稲作を行うことは確認しています。 

 

砂利が出ている部分は昨年は耕作していない。東側半分は

耕作をしていた。 

 

その他、質問、意見等ございましたら挙手をもってお願い

します。 

（質問・意見なし） 

 

特段ないようですので質疑を終了し、１番から３番につい

て、順次採決を行います。 

１番について、「可」とすることに賛成する委員の挙手を

求めます。 

 

(挙手全員) 

 

挙手全員のため、本件は、「可」とすることに決定しまし

た。 

 

次に２番について、「可」とすることに賛成する委員の挙

手を求めます。 

 

(挙手全員) 

 

挙手全員のため、本件は、「可」とすることに決定しまし

た。 

 

次に３番について、「可」とすることに賛成する委員の挙

手を求めます。 

 

(挙手全員) 

 

挙手全員のため、本件は、「可」とすることに決定しまし

た。 

 

次に４番について事務局より説明願います。 

 

申請地は、市立新町小学校の南西約１４０メートルに位置

する第１種農地で、農業振興地域内の農用地に指定されてい

ます。面積は、３１４㎡となっています。 

借受人は、市内で、１，２９０㎡の圃場で露地野菜を中心

に栽培、営農をしており、営農規模拡大のため、今回新たに



 

 

 

 

 

 

 

議長 
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推進委員 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

議長 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

事務局 

利用権の設定を行うものです。期間は、令和７年４月１日か

ら令和１７年３月３１日までの１０年となっています。 

なお、借受人は、現在経過措置期間である旧法の農業経営

基盤強化促進法第１８条第３項に規定している「全部耕作要

件」「常時従事要件」などの要件を満たしていますので、特

に問題は見受けられませんでした。 

 

次に担当する農業委員から説明をお願いします。 

 

借受人に確認した内容を報告します。 

内容については、事務局の説明のとおりです。 

 

担当する農地利用最適化推進委員から説明をお願いしま

す。 

 

貸付人に確認した内容を報告します。 

内容については、事務局の説明のとおりです。 

 

出席委員からの質問、意見等を求めます。 

質問、意見等ございましたら挙手をもってお願いします。 

 

（質問・意見なし） 

 

特段ないようですので質疑を終了し、採決を行います。 

４番について、「可」とすることに賛成する委員の挙手を求

めます。 

 

(挙手全員) 

 

挙手全員のため、本件は、「可」とすることに決定しまし

た。 

 

次に５番についてを議題といたします。 

 

農業委員会等に関する法律第３１条第１項に規定する「議

事参与の制限」により、委員は自己に関係のある議事に参与

することができません。 

このため、議案第１０号の５番に関係する委員の退席をお

願いします。 

 

（関係委員退席） 

 

事務局より説明願います。 

 

申請地は、市立鶴ヶ島中学校の西約１８０メートルに位置
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議長 

 

 

 

議長 

 

事務局 

する第１種農地で、農業振興地域内の農用地に指定されてい

ます。面積は、２筆で１，５３０㎡となっています。 

借受人は、令和６年３月に埼玉県農業大学校を卒業後、当

該農地にて、貸付人のご家族や近隣生産者の協力のもと、有

機栽培を中心に研修をしています。 

栽培技術や農地の管理は特段問題はなく、現在経過措置期

間である旧法の農業経営基盤強化促進法第１８条第３項に規

定している「全部耕作要件」「常時従事要件」などの要件を

満たしています。 

そのため、新たに利用権の設定を行うものです。 

期間は、令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで

の３年となっています。 

 

次に担当する農業委員から説明をお願いします。 

 

借受人に確認した内容を報告します。 

内容については、事務局の説明のとおりです。 

 

担当する農地利用最適化推進委員から説明をお願いしま

す。 

 

貸付人に確認した内容を報告します。 

内容については、事務局の説明のとおりです。 

 

出席委員からの質問、意見等を求めます。 

質問、意見等ございましたら挙手をもってお願いします。 

 

（質問・意見なし） 

 

特段ないようですので質疑を終了し、採決を行います。 

５番について、「可」とすることに賛成する委員の挙手を

求めます。 

 

(挙手全員) 

 

挙手全員のため、本件は、「可」とすることに決定しまし

た。 

 

５番の議事が終了したので、関係する委員の入室を許可し

ます。 

（関係委員入室） 

 

次に６番について事務局より説明願います。 

 

申請地は、鶴ヶ島市役所の西約２７０メートルに位置する



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

農業委員 

 

 

議長 

 

 

推進委員 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

第３種農地で、農業振興地域内の農用地に指定されていま

す。面積は、２筆で３，０４１㎡となっています。 

借受人である法人は、現在、市内では、大字下新田及び三

ツ木地内で農産物の栽培を行っていますが、営農規模拡大の

ため、新たに利用権の設定を行うものです。 

期間は、令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで

の５年間となっています。 

なお、借受人は、現在経過措置期間である旧法の農業経営

基盤強化促進法第１８条第３項に規定している「全部耕作要

件」「常時従事要件」などの要件を満たしていますので、特

に問題は見受けられませんでした。 

 

次に担当する農業委員から説明をお願いします。 

 

借受人に確認した内容を報告します。 

内容については、事務局の説明のとおりです。 

 

担当する農地利用最適化推進委員から説明をお願いしま

す。 

 

貸付人に確認した内容を報告します。 

内容については、事務局の説明のとおりです。 

 

出席委員からの質問、意見等を求めます。 

質問、意見等ございましたら挙手をもってお願いします。 

 

（質問・意見なし） 

 

特段ないようですので質疑を終了し、採決を行います。 

６番について、「可」とすることに賛成する委員の挙手を

求めます。 

 

(挙手全員) 

 

挙手全員のため、本件は、「可」とすることに決定しまし

た。 

 

 

日程第４ 

 

 

議長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

議案第１１号 

「農用地利用集積等促進計画について」を議題といたしま

す。 

１番について、事務局より説明願います。 

 

申請地は、市立新町小学校の北約３５０メートルに位置す

る第１種農地で、農業振興地域内農地の農用地に指定されて



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

農業委員 

 

 

 

議長 

 

 

推進委員 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

います。面積は、３筆で２，４２２㎡となっています。 

この度、旧法にて利用権設定していた当該農地を引き続

き、農地中間管理事業の推進に関する法律により賃借権の設

定を行うものです。 

期間は、令和７年７月１日から令和１２年３月３１日まで

の４年９か月となっています。 

なお、転借人（耕作者）は、農地中間管理事業の推進に関

する法律第１８条第５項第２号及び第３号に規定している

「全部耕作要件」「常時従事要件」などの要件を満たしてい

ますので、特に問題は見受けられませんでした。 

 

次に担当する農業委員から説明をお願いします。 

 

転借人（耕作者）に、確認した内容を報告します。 

本申請内容に間違いがないことを確認しました。 

申請の理由は、事務局の説明のとおりです。 

 

担当する農地利用最適化推進委員から説明をお願いしま

す。 

 

貸付人に確認した内容を報告します。 

本申請内容に間違いがないことを確認しました。 

申請の理由は、事務局の説明のとおりです。 

 

 

出席委員からの質問、意見等を求めます。 

質問、意見等ございましたら挙手をもってお願いします。 

 

（質問・意見なし） 

 

特にないようですので、以上で質疑を終了し、採決を行い

ます。 

農業委員会としての意見を決定します。本件につきまして

は、法で定める要件についての観点からの意見等はなかった

と思われますが、よろしいでしょうか。 

 

(同意) 

 

それでは、以上のことを踏まえ、本件について、「意見な

し」とすることに賛成する委員の挙手を求めます。 

 

（挙手全員） 

 

挙手全員のため、本件は、「意見なし」とすることに決定

しました。 



 

議長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

事務局 

 

 

 

議長 

 

 

推進委員 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

２番について、事務局より説明願います。 

 

申請地は、鶴ヶ島浄水場の西約２２０メートルに位置する

第２種農地で、農業振興地域内の農用地に指定されていま

す。面積は、２筆で３，１２３㎡となっています。 

この度、旧法にて利用権設定していた当該農地を引き続

き、農地中間管理事業の推進に関する法律により賃借権の設

定を行うものです。 

期間は、令和７年７月１日から令和１０年６月３０日まで

の３年となっています。 

なお、転借人（耕作者）は、農地中間管理事業の推進に関

する法律第１８条第５項第２号及び第３号に規定している

「全部耕作要件」「常時従事要件」などの要件を満たしてい

ますので、特に問題は見受けられませんでした。 

 

次に担当する農業委員から説明をお願いします。 

 

転借人（耕作者）に、確認した内容を報告します。 

本申請内容に間違いがないことを確認しました。 

申請の理由は、事務局の説明のとおりです。 

 

担当する農地利用最適化推進委員から説明をお願いしま

す。 

 

貸付人に確認した内容を報告します。 

本申請内容に間違いがないことを確認しました。 

申請の理由は、事務局の説明のとおりです。 

 

出席委員からの質問、意見等を求めます。 

質問、意見等ございましたら挙手をもってお願いします。 

 

（質問・意見なし） 

 

特にないようですので、以上で質疑を終了し、採決を行い

ます。 

農業委員会としての意見を決定します。本件につきまして

は、法で定める要件についての観点からの意見等はなかった

と思われますが、よろしいでしょうか。 

 

(同意) 

 

それでは、以上のことを踏まえ、本件について、「意見な

し」とすることに賛成する委員の挙手を求めます。 

 



 

 

議長 

（挙手全員） 

 

挙手全員のため、本件は、「意見なし」とすることに決定

しました。 

 

 

日程第５ 

 

議長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

報告第３号「報告事項について」を議題といたします。 

事務局より、説明（報告）をお願いします。 

 

議案書をもとに、説明（報告）します。 

・農地法第２章第１節の許可及び不許可の状況 

令和７年第２回総会における審議案件      １件 

・農地法第５条の規定による許可の取消申出について 

なし 

・農地法第４条の転用届出専決処分        １件 

・農地法第５条の転用届出専決処分        なし 

・農地法施行規則第２９条第１号に基づく届出   １件 

・農地改良等に係る届出             なし 

・諸証明の発行                 なし 

 

出席委員からの質問、意見等を求めます。 

質問、意見等ございましたら挙手をもってお願いします。 

 

（質問・意見等なし） 

 

特段ないので質疑を終了し、採決を行います。 

本件について、「承認」することに賛成する委員の挙手を求

めます。 

 

（挙手全員） 

 

挙手全員のため、「承認」することに決定しました。 

 

 

日程第６ 

 

議長 

 

事務局 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

その他について、事務局より説明をお願いします。 

 

（令和７年度最適化活動の目標の設定等について、統計情

報等に基づいて策定した旨を説明） 

 

出席委員からの質問、意見等を求めます。 

 

（質問・意見なし） 

 

特にないので質疑を終了し、採決を行います。令和７年度最

適化活動の目標の設定等について、原案のとおり「承認」する



 

 

 

 

議長 

 

 

 

事務局 

ことに賛成する委員の挙手を求めます。 

 

(挙手全員) 

 

挙手全員であります。よって、本件は「承認」することに決

定しました。 

その他、説明事項等はありますか。 

 

特にありません。 

 

 

議事録の

署名 

 

議長 

 

事務局 

 

それでは、事務局より、議事録の報告をお願いします。 

 

本日の総会議事録を読み上げ、報告を行い、議事録の署名

を求める。 

議長及び議事録署名委員（２名）の３名が署名する。 

 

 

閉会 

 

議長 

 

以上をもって、令和７年第３回農業委員会総会を閉会しま

す。 

 

 


